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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月15日(2009.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガントリおよび寝台の少なくとも一方が被検体の体軸方向に沿って移動する間に、Ｘ線を
前記被検体に照射して前記被検体の投影データを作成するスキャン手段と、
前記投影データを逆投影して得られた複数の断層像間の前記体軸方向のＣＴ値の変化量に
応じて、前記投影データを逆投影した断層像に含まれる画素について、アーチファクトで
あると判定する第一アーチファクト判定部と、
前記第一アーチファクト判定部においてアーチファクトであると判定された画素を対象に
、該対象の画素およびその周辺の領域を含む判定画素領域を設定し、前記判定画素領域に
おいて前記第一アーチファクト判定部においてアーチファクトを発生し得る画素と判定さ
れた画素が所定の基準を超えて存在する場合に、該対象の画素を、アーチファクトである
と再判定する第二アーチファクト判定部と、
最終的にアーチファクトと判定された画素に対し、アーチファクトを低減するための画像
処理を行うアーチファクト低減部と、
を備えることを特徴とするＸ線断層撮影装置。
【請求項２】
前記アーチファクトと判定された画素が、前記断層像に占める比率を計算するアーチファ
クト比計算手段と、
前記比率が所定のしきい値より大きい場合に、アーチファクトであると再判定する第三ア
ーチファクト判定部と
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項３】
前記アーチファクト低減部におけるアーチファクトを低減するための画像処理は、前記体
軸方向の複数の画素に重み付け係数を乗算してそれらを加算し、前記断層像の対象画素の
アーチファクトを低減することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のＸ線断層撮
影装置。
【請求項４】
前記アーチファクト低減部は、前記体軸方向の複数の画素領域の数に応じて、前記重み付
け係数を変えることを特徴とする請求項３に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項５】
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前記判定画素領域は、四角形形状または多角形形状であることを特徴とする請求項１ない
し請求項４の何れか一項に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項６】
前記第二アーチファクト判定部は、断層像の拡大表示および縮小表示に応じて、前記判定
画素領域を構成する画素数を変更することを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れか
一項に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項７】
前記第一アーチファクト判定部における基準は、可変できることを特徴とする請求項１な
いし請求項６のいずれか一項に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項８】
前記第二アーチファクト判定部における基準は、可変できることを特徴とする請求項１な
いし請求項７のいずれか一項に記載のＸ線断層撮影装置。
【請求項９】
断層像のアーチファクトの低減方法において、
前記ガントリおよび寝台の少なくとも一方が被検体の体軸方向に沿って移動する間にＸ線
を前記被検体に照射して得られた前記被検体の投影データを逆投影して得られた複数の断
層像間の前記体軸方向のＣＴ値の変化量に応じて、前記断層像に含まれる画素について、
アーチファクトであると判定する第一判定ステップと、
前記第一判定ステップにおいてアーチファクトであると判定された画素を対象に、該対象
の画素およびその周辺の領域を含む判定画素領域を設定し、前記判定画素領域において前
記第一判定ステップにおいてアーチファクトを発生し得る画素と判定された画素が所定の
基準を超えて存在する場合に、該対象の画素を、アーチファクトであると再判定する第二
判定ステップと、
最終的にアーチファクトと判定された画素に対し、アーチファクトを低減するための画像
処理を行うステップと
を備えることを特徴とするアーチファクトの低減方法。
【請求項１０】
前記アーチファクトと判定された画素が、前記断層像に占める比率を計算するステップと
、
前記比率が所定のしきい値より大きい場合に、アーチファクトであると再判定する第三判
定ステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項９に記載のアーチファクトの低減方法。
【請求項１１】
前記被検体の投影データのビームハードニングの補正を行い、その補正された投影データ
を逆投影することを特徴とする請求項９または請求項１０に記載のアーチファクトの低減
方法。
【請求項１２】
前記画像処理を行うステップは、前記体軸方向の複数の画素に重み付け係数を乗算してそ
れらを加算し、前記断層像の対象画素のアーチファクトを低減することを特徴とする請求
項９ないし請求項１１のいずれか一項に記載のアーチファクトの低減方法。
【請求項１３】
前記断層像の拡大表示および縮小表示に応じて、前記判定画素領域を構成する画素数を変
更することを特徴とする請求項９ないし請求項１２のいずれか一項に記載のアーチファク
トの低減方法。
【請求項１４】
前記第一判定ステップにおける基準は、可変できることを特徴とする請求項９ないし請求
項１３のいずれか一項に記載のアーチファクトの低減方法。
【請求項１５】
前記第二判定ステップにおける基準は、可変できることを特徴とする請求項９ないし請求
項１４のいずれか一項に記載のアーチファクトの低減方法。
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